
令和 3年度 危険物取扱者保安講習の案内

一般社団法人青森県消防設備保守協会

消防法第 13条の 23の規定に基づく「危険物の取扱作業の保安に関する講習」を次により実施します。

l 受講対象となる危険物取扱者

甲種、乙種及び丙種危険物取扱者免状の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方

(1)危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事しており、前回の講習を受講した日以後

における最初の 4月 1日 から3年以内の方

(2)危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事しており、当該取扱作業に従事すること

となった日から1年以内の方

(3)上記(2)に掲げる方で、当該取扱作業に従事することとなった日前 2年以内に免状の交付又は講習を受けている

場合は、それぞれ当該免状の交付又は当該講習を受けた日以後における最初の4月 1日 から3年以内の方

ほ)上記(1)、 (2)及び(3)以外の者で、受講を希望する方

2 講習の区分

講習は危険物施設の種類により次の 3種類に区分して実施します。該当する講習を受けてください。

(業務等の都合により、該当する区分の受講が困難である場合は、異なる区分を受講することができます。)

(1)給 油 取 扱 所 給油取扱所 (自家用給油取扱所を含む。)

(2)石 油 コンビナー ト 石油コンビナー ト等災害防止法第 2条第 6号 に規定する特定事業所内の危険物施設

般 (1)、 (2)以 外の危険物施設

3 講習日時及び会場   裏面の「日程表」をご覧ください。

4 講習科日と時間

(1)危険物関係法令に関する事項

(1時間)

①

②

主として過去 3年間における危険物関係法令の改正事項

危険物規制の要点

(2)危険物の火災予防に関する事項

(2時間)

① 危険物施設の火災及び漏洩の事例の動向並びにその原因及び問題の

概要、並びにその発生防止のための保安上の対策

② 危険物施設において主として貯蔵し、又は取り扱う危険物の性状

③ 危険物施設における安全管理に関する知識

5 受講申請の手続き

(1)受講申請書を次の配布先から直接受け取つてください。 (FAX、 郵送、ダウンロードでの配布は行つていません)

《申請書の配布先》県内の各消防本部 。(一財)消防試験研究センター青森県支部・県消防保安課 。当協会

(2)受講手数料は、4,700円 です。4,700円分の青森県収入証紙 (収入印紙と間違わないこと)を受講申請書の手数

料欄に貼り、消印しないで提出してください。

青森県収入証紙は、「青森県収入証紙売りさばき所」 (青森県ホームページで案内しています)で購入してください。

なお、当協会が入居している計量検定グループ庁舎 1階 一般社団法人青森県計量協会でも購入できますのでご利

用ください。

(3)「必要事項を記入し、青森県収入証紙を貼付した受講申請書」を各講習会場ごとの受付期間中に、一般社団法人

青森県消防設備保守協会に郵送にて 申請してください。

事業所等で複数名受講の場合は、申請書をまとめて一つの封筒で送付しても結構です。

問合せ及び | 〒030-0113青森市第二問屋町 4丁 目11-6 計量検定グループ庁舎 2階

申 請 先 |    一般社団法人 青森県消防設備保守協会   8017-757-8220

※ 免状の再交付・写真等の書換手続きは、(―財)消防試験研究センター青森県支部(017-722-1902)ヘ

お問い合わせください。



令和 3年度 危険物取扱者保安講習日程表

◆ 受付期間中であつても定員に達し次第、受付を終了する場合があります。

※1 六ヶ所会場が例年と異なりますので、こ留意ください。
※2 八戸会場及び青森会場の受付期間は例年より早くなつていますので、こ留意ください。

講 習 日 時 講習の区分 定員 講 習
△
ム 場 受付期間

6月 15日 (火 )

9 :30-

12:30
給油取扱所 120 五所川原市雛田181-2

プラザマリュウ五所川原
80173-33-5001

5月 20日 ～

5月 31日13:30´V

16:30
般 120

6月 23日 (水 )

13:30´――

16:30
石油 コンビナー ト 40

※1六
ヶ所村尾駁字野附l161-1

尾駁 コミュニティーセンター
(旧尾駁診療所跡地)

80175-72-2361

5月 24日 ～

6月 3日

6月 24日 (木 )

9 :30´V

12:30
給油取扱所 90 むつ市大字田名部字下道4

むつグランドホテル

80175-22-2331

5月 24日 ～

6月 7日13:30´～

16:30
般 90

7月 7日 (水 )

13:30´―ヤ

16:30
般 80

弘前市土手町126

弘前パークホテル

80172-31-0089

5月 27日 ～

6月 7日
7月 8日 (木 )

9 :30´～

12:30
給油取扱所 180

13:30´―ヤ

16:30
般 180

7月 26日 (月 )

13:30-

16:30
般

(三沢市内勤務の方)

140

三沢市三沢字堀口17-128

きざん三沢
80176-54-3111

6月 21日 ～

7月 6日
7月 27日 (火 )

9 :30´―

12:30
給油取扱所 140

13:30´V

16:30
般

(三沢市外勤務の方)

140

8月 19日 (木 )

9 :30´――

12:30
給油取扱所 170

八戸市東白山台 1丁 目1-
グランドサ ンピア八戸

80178-23-5151

※2

6月 21日 ～

7月 6日

13 : 30-

16:30
般 170

8月 20日 (金 )

9 : 30-

12:30
石油 コンビナー ト 100

13:30-
16:30

般 1∞

9月 1日 (水 )

9 :30´V

12:30
給油取扱所 160

青森市本町5丁 目1-5
アップルパ レス青森
8017-723-5600

※2

5月 27日 ～

6月 7日

13:30´―

16:30
般 160

9月 2日 (木 )

9 :30´―V

12: 30
石油コンビナー ト 160

※ 上記の日程どおり実施する予定ですが、国や県等から実施中止要請がなされた場合や会場から使用を断られた場合
は、「中止」又は「延期」等の可能性があります。その際は、当協会ホームページや電話等でご連絡いたしますので、
申請書には必ず連絡先電話番号をご記入ください。

※ 感染が疑われる方、発熱や顕著な咳などの症状がある方は受講をお控えくださるようお願いします。また、講習中
にこれらの症状が見られた方には、座席の移動あるいは退席していただく場合があります。

※ 受講される方は、当日マスクの着用・手洗い等、感染予防のため十分ご留意ください。

☆ 何卒、ご理解 。ご協力のほどよろしくお願いします。

《新型コロナウイルス感染症への対応について


